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● 平成２１年度第２回介護保険・障がい福祉専門部会 会議録 

 

【和田部会長】 

 みなさん、こんにちは。 

 ただいまから平成２１年度第２回足立区地域保健福祉推進協議会介護保険・障がい福

祉専門部会の議事を始めます。 

 本日の議題は、お手元の次第のとおりとなっています。 

 報告事項１から４までの説明をいただき、質疑応答につきましては、後ほどまとめて

お受けしたいと思います。皆様から活発なご意見・ご質問をいただいて、実り多いもの

にしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 なお、この専門部会の会議録などは、区民の方へ公開することになります。記録の関

係上、発言の前にお名前をお願いいたします。 

 では、報告事項１、地域密着型サービスを行う事業者の選定および指定の更新につい

て、嶋崎介護保険課長より説明があります。 

 

（嶋崎介護保険課長   資料１説明） 

 

【和田部会長】 

 ありがとうございました。 

 次に、報告事項２、もの忘れ相談事業の中間実績について、依田介護予防副参事より

説明があります。 

 

（依田副参事（介護予防）  資料２説明） 

  

【和田部会長】 

 ありがとうございました。 

 次に、報告事項３、身体障害者福祉法における身体障がいへの肝臓機能障がいの追加、

および身体障害者手帳に係る対応について、報告事項４、障がい福祉施設「西伊興ひま

わり工房」の一時移転、および「ウィズユー」の新規開設についての２件を一括して、

西野障がい福祉課長より説明があります。 

 

（西野障がい福祉課長 資料３、資料４説明）     

 

【和田部会長】 

 ありがとうございました。 これで、報告事項の説明が終了しました。 

 それでは、あらかじめ委員から提出されている質問について、まず質問者から質問の

要旨について発言をお願いしたいと思います。近藤委員ですね。 

 

【近藤委員】 

 実は、もの忘れの方々が、認知症の予備軍といってもいいのではないかと思われるわ

けですけど、私ども特養を扱っていて、ショートステイで預かると名札も何もつけず、

そのままぽっと入ってきてしまうんですよ。そしてそのまま徘徊してしまって、外へ出

て歩くこともあるので、そういう認知症の方は本来家族が見なくてはいけないんですが、

私どものお願いとしては、そういう方々に、どこか区で指定したところの場所に住所や

氏名、電話番号等を記載して、徘徊してもすぐにそこを見ればどこの人であるかわかる

ようにして欲しい。それがわからないと、本当に介護保険でもなければ何でもないとい

うことになると、扱いに困ってしまうし施設としても非常に困惑してしまいます。 

 そういう形で、ぜひ区としての行政の中で、そういう認知症対策の方々に対して、ど
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こかへ名札をつけるような案を出してもらえないだろうかというのがお願いです。 

 なぜこんなことを言うかというと、もう以前ですけど、荒川放水路でまだ定年間もな

い方なんですけど、運動していてぽっくり死んでしまったんです。それで、千住警察で

調べたところ住所も何もわからないというので、行旅死亡人ということで火葬してしま

ったら、その２日後に柳原の家族が出てきて、「うちのお父さんが２日も帰ってこない」

ということで、捜索願いが出た。もうそのときには既に遅く、火葬されていました。 

 そういうこともあるので、何も認知症だけじゃなく、そういうスポーツやる方もそう

でしょうけど、何か住所・氏名のようなものを身につけていれば、そういうこともなく

なってしまうのに、ああ、惜しいことをしたなという私どもの思いもあるのです。 

 うちでやはりショートステイで預かったら、西新井警察の有名な徘徊老人だった方で、

住所も何も書いてない。そのまま預かってうちから逃げられて、それは私のほうで見つ

けまして保護しましたけれども、そういう形もあるので、ぜひとも、何か１つそういう

認知症に対しての企画というか、何か考えはないだろうかというのがお願いです。 

 

【和田部会長】 

 はい、ありがとうございました。 これについて、区の担当の方。はい、どうぞ。 

 

【依田副参事（介護予防）】 

 介護予防副参事の依田からお答えをいたします。 

 質問票のほうにちょっと沿ってお答えをさせていただきたいと存じますが、まずおれ

おれ詐欺の件ですけれども、危機管理室の危機管理課という部署で、こういう振り込め

詐欺防止キャンペーンというものに取り組んでおりまして、振り込め詐欺撃退ステッカ

ーなるものを作成して、去年の３月に地域包括支援センター等を通じて２万枚程度、１

２月には薬剤師会の方々等のご協力を得て４万５,０００枚程度配布をしています。 

 なお、近藤委員の今のご質問の中心にありました衣類への縫い込み等につきましては、

危機管理課のほうにも確認したところ、プライバシーの問題ですとか犯罪に巻き込まれ

る危険性などを考慮すると、今後検討していく必要があるだろうということで、危機管

理室のほうから聞いております。以上でございます。 

 

【近藤委員】 

 そのパンフレットは、どんなようなところで配布してるのですか。 

 

【依田副参事（介護予防）】 （ステッカーを提示して）これですか。 

 

【近藤委員】 はい。 

 

【依田副参事（介護予防）】 

 ステッカー、シールなんですけれども、去年の３月につきましては、地域包括支援セ

ンター、住区センター、区民事務所などを通じて２万枚、１２月には薬局、区民事務所、

警察署を通して４万５,０００枚ほど配布をした実績があります。 

 

【近藤委員】 初めて見ました。 

 

【依田副参事（介護予防）】 そうですか。申しわけございません。 

 

【近藤委員】 

 恐らく、この委員の中で余り関心ないのではないかと思います。見てないと思います。 

 

【依田副参事（介護予防）】 はい。所管のほうにも申し伝えておきます。 
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【近藤委員】 今日でもいいから、みんな委員に渡しておいて。 

 

【依田副参事（介護予防）】 ちょっと今ステッカーの数がないものですから。 

 

【和田部会長】 近藤委員いかがでしょうか。 

 

【近藤委員】 

はい。結構です。 

（※その後、会議の間に各委員にステッカーを配布） 

 

【和田部会長】 

 今あらかじめ出された方の質問は終わりましたが、ほかにご意見なりご質問。はい、

どうぞ。 

 

【近藤委員】 

 実は、グループホームのことですけれども、グループホームを認可するときには、何

か特養の協力体制として印鑑を求めるようなこと前にあったんですけど、今はどうされ

ていますか。グループホームをつくるときに、特養の協力体制としての協力書というも

のを、「協力いたします」なんていうようなことのサインをしていたようですけれども、

それは今どうなっていますか。 

 

【嶋崎介護保険課長】 

 グループホームのほうでも施設との連携を意識してまして、十分連携をとっていくと

いうのは、どのグループホームもおっしゃっています。 

 

【近藤委員】 

 それが、グループホームがうちへ申し込みに来るんです。何で協力体制のところでと

ってくれないのか、私は不思議でしょうがないのですよ。私は断っています。緊急では

ないからと思って。 

 そういう始末をしないで、ただつくってしまって、さあ、後始末に従来の特養にお願

いしますと言われたって、今うちは１,０００人も待っているんですよ。入るまで５０年

かかってしまいますよ。そこへ、新しくグループホームが来たって、５０年待っていら

れるかというんですよ。 

 このグループホームにも、見切れなくなると終末まで見てくれるのか、それとも特養、

そういう協力のところへ入れるのか、その辺をはっきりしないと、みんな勝手に私たち

の旧来の老人ホームに申し込まれても受け入れられないと思うんですが、その辺どうな

んでしょうか。 

 

【嶋崎介護保険課長】 

 お話は確かにそのとおりだと存じます。 

 ただ、グループホームのほうでも医療的なスタッフを置く場所ではございませんので、

なかなか最後までというのは難しゅうございまして、十分連携をとりながら、病院や施

設と連携をとりながら運営していくという意識はすべて持っているところでございます。 

 

【近藤委員】 

 でしょう。その協力されているところの特養にお入れするのなら、スムーズにそっち

へ行くかもしれないけれども、私たち何の関係もないところへ持ってきて、さあ入れろ、

さあ入れろと言われたって、１,０００人待っている順番を狂わせて入れるわけにはいか
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ないと思ってますよ。 

 というのは、ちゃんとお家の中に入っていてケアする人もいるのだから。２の段階に

なってしまうと、私たちはすぐに「はいそうですか」というわけにはいかなくなってし

まう。その辺もう少し、もし特養が埼玉県だったら、埼玉県の中で移動させざるを得な

いでしょうと思うのだけど、その辺、恐らく東京都内のこの足立区内の老人ホームで、

これだけの特養を認可して、いいですよと認めている老人ホームは何カ所かあるわけで

しょう。全部じゃないでしょう。その辺をもっとしっかりしてくれなくては。それだけ

です。 

 

【和田部会長】 今の点、いかがでしょうか。 

【嶋崎介護保険課長】 

 おっしゃるとおりで、あらゆる意味で切れ目のない介護ということで、施設の整備の

ほうを計画してまいりたいと思います。 

 

【和田部会長】 

 先ほどのグループホームの建設が、かなり広がってきてるんですけども、その基本的

な考え方として、今認可されるところについて、最後まで見るタイプとそうではないタ

イプが今グループホームにできてますけれども、今回の場合はどういう考え方のところ

が多いのでしょうか。 

 

【嶋崎介護保険課長】 

 先ほどもちょっと申し上げましたとおり、基本的な配置基準の中には、医療的なスタ

ッフが求められてない部分がございますので、初めから終末医療が必要になったら、医

療的なところへ引き継いでいくということを全面に打ち出しているところもございます

が、大抵のところはそうでなく、施設と連携をとって対応していきますという考え方で

ございます。 

 

【和田部会長】 

 今のお話、考え方としてはそうだとしても、本当の連携の仕組みそのものがどういう

ふうにできているかというところで増えるのではないか、と特養のほうでそういう相談

をあらかじめするような仕組みがないのではないか、という話があったのですが、ここ

の辺りはどういうふうに考えてらっしゃるんですか。 

 

【根本高齢サービス課長】 

 今、おっしゃったのは、グループホームを建設するときに、協力機関として、医療機

関とか施設という形になりますけれども、実際上、グループホームでもし寝たきりにな

った場合、特養にすぐ入れるかというと、近藤先生もご存知のようにそれは入れないで

すね。入所の検討委員会のほうに申請を出さないと入れないので、正直に申し上げて実

際は無理でございます。 

 では、どうなるかと言いますと、今の流れとしましては、グループホームができても、

要するに区民の方ですから、どちらにしても行き場所という問題があるんです。ですか

ら、その待機者３,０００人の解決策を立てなければ、抜本的な話ではないと。 

 ただ、今の流れとしましては、やっぱりグループホームの中でも、看取りのほうを、

看取り加算もございますので、やっていただく方向性でいかなくてはいけないという考

えでございます。 

 

【和田部会長】 どうぞ、宇留野委員。 

 

【宇留野委員】 
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 私の家内が、グループホームに実はもう１１年間入ってるんですよ。そこで体験上お

話申し上げますけれども、グループホームというのは契約を結びまして、終末ケアまで

はやらないと、こういうふうにはっきりとうたってありますよ。そして、そういう状態

になったときには退所する。その両方がうたってあります。それは介護保険ができてか

らです。できたと同時にそういう文書が回ってきて、我々家族会のほうで初めて、ああ、

そういうものかな、確かにお医者様はいません。看護師さんもいません。注射一つでき

ません。いわゆるグループホームですから。年寄りが、認知症なる者だけが五、六人集

まって生活している場ですから全然違いますからね。我々の生きてる、この生活してい

る空気と向こうの世界、僕ははっきり言うと、こちらの世界と向こうの世界は違うのだ

と。この違うということを、我々こっちの世界のものは、グループホームに対して、あ

るいはグループホームの入居者に対して理解を示さないと、とんでもない齟齬を来すの

ではないかと思いますよ。 

 今おっしゃられたように、そういうものがないじゃないかというと、ないことを向こ

うは願ってますね。ですから徘徊、徘徊はどのぐらい起きましたかね。私も申しわけな

いからグループホームの名前は聞かないですけどね。具体的に言うと、徘徊をして西新

井から日暮里のほうまで行ってしまいました。本人だってわからないですもん、どこを

通っているんだか。でも、すれ違う人で、中にはあのおばあちゃん「変だよ、変だよ」

といって声をかけて、「どこへ行くの」と聞いたって返事がないですよね。ただすたこら

歩いてるだけですから。 

 結局、結論的には、くたびれちゃったからどこかへ入り込んでしまったんですね。そ

こではっきりと、さっき近藤委員がおっしゃられたように名札を貼っていますから、そ

こは服に全部貼ってありますから、それでやっとわかって連絡がついた。 

 かと思うと、職員が何かやっている最中にぽっともう出てしまいますでしょう。出て

いってパタパタパタパタと西のほうに向かって一本道を歩くんですね。後ろについてい

る職員も最初は気がつかず、「どこ行っちゃった、いないね」と。出てみると、パタパタ

パタパタ歩いているんですね。後ろ姿が見えて、真っ直ぐな道だから。それが、もし路

地へ入ってしまったらもうわからないですよね。そういうようなところは確かにありま

す。 

 しかし、グループホームに入っている人は、非常に朗らかです。にぎやかだからね。

それも、１０年もたちますと、もう皆さん８０歳で入った人は９０歳、７０歳で入った

人は８０歳ですから、皆さん衰えがきてます。 

 ですから、介護保険ができてから、なおかつ今度の特養に対する申し込みなんかもや

ったんですけれども大変難しい。まず２年や３年じゃ入れないでしょう、と私は理解し

ていますよ。 

 そういうことで、認知症に対する考え方を、この会としても何か足らないのかな。普

通の商売とはちょっと違うのではないかと。いわゆる生きている世界が違う、呼吸をし

ている世界が違うのですよと。そこのところをまず理解をして、それから取り組まない

と、僕は大変なことになるのかなと。 

 だから、そこの職員はよくやっています。やっていますけど、やはり人間ですからい

ろんな事もありますけれどもね、やっています。男性が、たとえ幾つになろうが女性を

一緒に裸になってお風呂に入れるんですよ。一緒にお風呂入るんです。そういうような

状態で友達になれるんですね。そんなことどこの世界で、特養さんでやっているかやっ

ていないか、知りませんけれども、そういうような生活をやっています。 

 しかし、もう１１年たって、１１年たってもまだ元気にやっています。最近、特養か

ら２年とか３年とかＢの何とか何番とかという通知が今月来ました。ああいうのも、２、

３年はだめなんでしょうね、と思います。 

 ですから、この認知症についてはみなさん方よくお考えいただきたいと。認知症につ

いては少し皆さん方知恵としてあるのであって、体験上、認知症というものがどういう

ものかということを知っていただくのに非常にいい機会だと思って、あえて発言させて
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いただきました。どうもありがとうございました。 

 

【和田部会長】 

 どうもありがとうございました。 

 ほかに、今まで報告ありました件につきまして、ご質問なりご意見がありましたらど

うぞ。 

 

【鈴木委員】 

 資料１の南東地区の採点が、５１.２ということを報告されましたけれども、１００点

満点で５１.２というのがどういう意味を持っているのかなという疑問がありまして、１

点しか多くはなかったので仕方ないですよということなのかもしれませんけれども、そ

の辺の区の考え方と、それともう一つは、今後この業者にこういった改善点を何か望む

かということを検討しているのかどうか、お尋ねしたいんですが。 

 

【嶋崎介護保険課長】 

 ご説明が十分でなくて申しわけなかったと思うのですが、いずれも指定の基準そのも

のはクリアされております。それよりさらに快適な環境をご提供できるように考えてい

るのかどうか、そういったような視点で点数をつけておりますので、５０点という点数

は決して低いということではないと考えております。 

 

【和田部会長】 

 よろしいでしょうか。 

 

【鈴木委員】 

 もう一つ、細かいことですけれども、資料１の参考のほうですけれども、小規模多機

能型居宅介護の平成２３年度の圏域指定なしというところがありますけれども、これは

左の表のほうにはこの説明というのはなかったと思うのですが、これはどうしてかな、

と思ったのと、それからもう一つ、資料１の参考のところの認知症対応型通所介護に関

しては、やはり左のほうの説明はなかったのですが、何か理由があるんでしょうか。 

 

【嶋崎介護保険課長】 

 申しわけございません。小規模多機能型居宅介護につきましては、説明が漏れており

ました。圏域指定なしで、記載が漏れているということでございまして、申しわけござ

いません。 

 あと、認知症対応型の通所介護でございますが、今回補助金ということで、上記の小

規模多機能やグループホームと併設する場合のみ補助金が出るということから、すべて

併設でございます。 

 結果的に、上のほうに新規の２つのグループホーム、ないし小規模多機能が認められ

たところだけが指定を受けるということになりまして、６カ所認知症通所介護に応募い

ただきましたけれども、最終的には１カ所のみでございました。 ご報告が漏れまして

失礼いたしました。 

 

【鈴木委員】 はい、わかりました。 

 

【和田部会長】 はい、近藤委員。 

 

【近藤委員】 

 非常に１つ迷惑なことがあるんですけれどもね。 

 この社会福祉法人セイフウカイなんていうと、いかにも花形の、５３年もやっていた
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老人ホームと同じように考えられてしまって、非常に迷惑なんですよ。 

 私のほうで、この「聖風会」というのを（商標）登録されているんですよ。だけど、

発音でいったらセイフウカイ、片一方は星ですよと言われたらどうしようもないんです

けどね。 

 神戸に１つセイフウカイというのがあって、同じ字なんですよ。それで、うちは電話

をかけたのですが、登記所が違うと同じ名前でも認めてしまうんですね。 

 例えば、足立区だと足立区の登記所だと認められ、神戸だと神戸の登記所で認めてし

まうと言うんですね。だから、どうしようもないと言うんですよ。それで、聖風会とい

うのは登録されています。だから、登記法上の違反なんですけどね。 

 ただ、これ発音でやられちゃうと、私はそこまで考えてなかったんですけれどもね。

ちょっとこれ何とかなりませんかねと思いたいんですけれども、困っていますよ。以上

です。 

 

【和田部会長】 これは、役所ではどうしようもないですね。 

 

【近藤委員】 

 しょうがないですね。だから、発音で書いてないですからね。よくうちも登記を見て

いますけどね。登記法違反だったらやりますけれどもね。 

 

【和田部会長】 なかなかこれ商標登録みたいなやつで。 

 

【近藤委員】 

 うちはしてあります。聖風会で。ちょっと漢字でやってあるのは発音で同じになって

しまうと、これはおかしいので、ちょっと問題にしようと思っていますけど。 

 

【嶋崎介護保険課長】 

  区として、何か表記されたものを見ないままお話をするような機会には、漢字もあ

わせて申し上げるような工夫はしてまいりたいと思います。 

 

【近藤委員】 ちょっと聞こえないんですけれども。 

 

【嶋崎介護保険課長】 

 漢字で見ていただいてわかる場合は別といたしまして、口頭表現だけの場合には、漢

字も一緒に申し上げるなどの工夫をしてまいりたいと思います。 

 

【近藤委員】 

 いや、本当に、電話で「もしもし、セイフウカイです」と言うと、同じになっちゃう

のよ。本当に迷惑ですよ。 はい、これはもう仕様がないです。 

 

【和田部会長】 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

 

【奥野委員】 

 奥野ですが、簡単なことで質問ですが申しわけありません。 

 資料１の２ページ目で、地域密着型サービス事業所指定の更新とありますが、この指

定の更新というのは何年に１回、指定の更新をするのかちょっとわからないのでお教え

ください。 

 

【嶋崎介護保険課長】 ６年に１回でございます。 
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【奥野委員】 はい、ありがとうございました。 

 

【和田部会長】 きょうは、少し時間がゆっくりありますので。 はい、どうぞ。 

 

【うすい委員】 

 今、地域密着型の募集内容のところの説明がありまして、それで２２年はかろうじて

１件とか２件とかあったわけですが、特にこの小規模多機能のほうですが、２３年度が

全部ゼロなんですが、この辺はやはり運営管理のいわゆる費用の問題とかもいろいろあ

ると思うのですが、この辺の見通しについて区はどのようにお考えでしょうか。 

 

【嶋崎介護保険課長】 

 今般も、土地、建物をお借りするような例も多くいらっしゃいまして、そうしますと、

先のほうまでなかなか計画が立たないということが１点あったかと存じます。 

 それから、小規模多機能自体は、グループホームとの比較だけで申し上げますと、グ

ループホームのほうは、利用者がお入りになりますと１カ月まとまった予定が立ちます

が、グループホームのほうは、例えば泊まりがあって１回幾らというような部分もござ

いますので、ちょっと経営が難しい面があるやに伺っております。 

 

【和田部会長】 

 後者のほうは、今グループホームとおっしゃってましたけど、小規模多機能？ 

 

【嶋崎介護保険課長】 

 申し訳ございません。小規模のほうでございます。また、小規模多機能のほうは、家

庭とほとんど同じような、通って泊まって、また家に来てもらってというようなことで、

様々なサービス、種類を提供するということではよりスタッフの知識や習熟度も求めら

れるというようなこともあると聞いております。 

 

【うすい委員】 

 それは分かっているのですけれども、だから、それでゼロなので、やっぱり大事なそ

ういう計画を立てていく上で、今当面ゼロですから、今後の見通しとしては何か手立て

があるのですか、ということなんです。 

 

【嶋崎介護保険課長】 

 大変失礼いたしました。 

 先ほども申し上げましたように、埋まらなかったところにつきましては、２２年度に

入りまして早急に再募集をかけていきたいと思います。 

 ４期の間は、補助金を活用できますので、さらにＰＲに努めてまいりたいと思います。 

 

【根本高齢サービス課長】 

 小規模多機能でございますけれども、繰り返しになって恐縮ですが、デイサービスと

ショートステイとホームヘルプサービス、この３つが一体となって行うという形と、シ

ョートステイの場合、夜間がいなくても人員を置かなくてはいけないとか、かなり厳し

い状況になっております。 

 従いまして、事業所が参加しないという状況でございますが、今、事業所のほうもい

ろいろ工夫をしまして、訪問看護ステーションですと兼務はできませんけれども、グル

ープホームとかそういうことですと兼務ができてやっていくと、いわゆる合築の方法で

やるという工夫もしておりますので、その点事業所と連携を図りながら推進してまいり

たいと考えております。 
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【うすい委員】 

 そうしますと、資料１の１ページで、千住地区でミモザさんという会社がグループホ

ームと小規模多機能ということでやってますけれども、これが今おっしゃったようなこ

となわけですね。 

 

【根本高齢サービス課長】 ご指摘のとおりでございます。 

 

【うすい委員】 

 桜木２丁目というと、地域としてはそんなに広くないと思うのですが、これはもし可

能であれば、場所どの辺を想定しているのか教えていただければありがたいんですけれ

ども。 

 

【嶋崎介護保険課長】 

 桜木２－１４－１０ということでございます。 

 

【和田部会長】 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

 

【細井委員】 

 ちょっとお伺いしたいのですが、今回のテーマからちょっと外れるかもしれないので

すが、今、国のほうで東京都の補助のモデル事業として認知症対応型の通所介護におき

まして、泊まりができるというようなモデル事業を行っているというようなことを聞い

ております。 

 たしか都内で３カ所ぐらい、今モデル事業でやっていたかと思うのですが、一方で地

域密着型サービスの先ほど言われた小規模多機能、グループホームという従来の泊まり

がある形のものと、それから一方で従来の通所型という専用のサービス事業が、モデル

事業として泊まりができるような形を今やっているわけですが、これ本当かどうかわか

らないのですが、ある通所事業所が夜間だけ一定の、それこそお食事代程度の１０００

円で泊まりをして、また次の日通所事業を受けるというような、そういった傾向を踏ま

えて、国のほうも動いてきているのではないかという話も聞いたことがあります。 

 ちょっとそこら辺で、行政担当のほうで情報があれば、お伺いをさせていただきたい

というふうに思っております。また、そういった新たなその事業の取り組みにつきまし

て、区としてはどういうふうに考えていらっしゃるかというのをお伺いしたいと思いま

す。 

 

【嶋崎介護保険課長】 

 おっしゃられたような経過で、考え方で来ているというふうに考えております。要す

るに、実態があって、後発的に考え方として出てきているということだと存じます。 

 ただ、通所のほうは自費で泊まっていただくということでございまして、やはり制度

の中ですと私どもの目も行き届く部分がございますので、指定の際の広さですとか消防

法の手当ですとかが考えられますので、制度内できちんとやっていくべきだというふう

に考えております。 

 

【細井委員】 

 恐らく、国のほうでもこの認知症の方に対しての特に入所する、あるいはショートス

テイを利用するという、こういったところの部分も、サービスの絶対量というものが恐

らく従来の今の認知症対応型のサービスだけでは、あるいは特養にしても、では、特養

規模が１００名あるから、そこに１００人の認知症の方が入れられるかといったら、な

かなかそういうわけにはいかない。 

 一方で、これから先、後期高齢者がますます増える。それと同時に、比例して認知高
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齢者が増えるというふうに言われております。恐らく今のうちに、特にその認知症予防

につきまして、各県以外の行政としての施策をとっていただいて、恐らく足立区みたい

な高齢者事業が多いところにおいては、本当に受け入れが十分にできなくなるというふ

うなことも考えられるので、そういったところがないか、今後の認知症対策として、特

に認知症の独居の方、あるいは高齢者世帯、そういったところの何か将来的な支援的な

ものがないか、あればお伺いしたいと思います。 

 

【根本高齢サービス課長】 

 足立区は、地域包括支援センターに認知症の連携の専門の者を４名配置してございま

す。 

 従いまして、施設介護は限界ございますので、施設介護から在宅介護をまず行なって、

それから在宅介護にも限界がございますので、地域介護という視点から、認知症の方を

地域で支えるというような視点に立って、政策を組みたいと思います。 

 

【和田部会長】 

 今、委員から質問があった点は、恐らく例えばショートステイなどが圧倒的に不足す

ると。そうすると、都が今やっているモデルというのが、通常のグループホームの夜を

使って、そういうショートの代わりのようなことをやってらっしゃるようだけれども、

そういう独自的なことも含めて考えていかないと、とても対応できなくなるんじゃない

かという、その辺で区として何か積極的な考えがないかというのがご質問の趣旨だと思

うんのすが。 

 今、お答えあったことは、現状はそういうふうに考えてらっしゃるというふうに思い

ますけれども、もう少し何か独自のものを考えてらっしゃるのかどうかというところだ

と思いますね。 

 

【近藤委員】 

 もう私も足立区で５３年経営しておりますけれども、今年度も卒業生をということで、

今１８人面接をすることになりました。ところが、今４年制大学、専門学校ではなくて

４年制大学が全員です。そうすると、３年後、４年後にはどれだけの給料をもらえるの

ですか、それで自分たちは結婚して生活できるのですかと、そういう質問まで今受けて

おります。 

 それで、私のほうはそういう計算もして、３年目にはこれだけの給料をあげますよ、

４年目にはこれだけあげますよという話をするべく、今計算を職員にさせております。 

そして、それを皆さんにお見せしようと思っているのですけど。 

 ただ、いかんせん、ここのところちょっと給料が上がったのですけれども、これがま

た介護士だけに上がって、ほかの職員には全然触れていないんですよね。一緒にともに

仕事をするという１つの枠が外れてしまっているんですよ。看護師さんを集めるには、

今の市場相場でなくては集まらないから、定年退職者を集めると大変な給料なんですよ。

それを覚悟して我慢してやっているんですけれどもね。なかなか皆さんが考えているよ

うな、今の経費の中、費用の中では、なかなか経営者としては無理で手も足も出ないと

いうのが今の状態です。 

 ですから、私どもでは毎年２５人ぐらい必要なんですけれども、あと１０人をどうし

ようか。では、いつでもいいから集めようよということでやっていますけれども、今も

う新聞紙上、また広告で出してもなかなか集まりません。それで大学は出たけど資格を

持っていない、そういう人が来るんですよ。そうすると、今度は資格を持たせなくては

ならない。インドシナやフィリピンと同じで、言葉まで教えることはないにしても、非

常に大変な今の時代の中で、福祉というものを。 

 ですから、介護と福祉と少し分けてもらいたいなという思いもするのですけれども、

今、介護、介護、介護で福祉はどこへ行ってしまったの、生活保護者はどこ行くの、ま
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た国民年金の人はどうしたらいいのというような、私はいつも疑いを持ちながら仕事を

させていただいています。以上です。 

 

【和田部会長】 

 はい、ありがとうございました。今、お話があったような現状が余り変わってないと

いうことですので、なかなか大変だと思っていますが。どうぞ。 

 

【ぬかが委員】 

 前回も、近藤先生から看護師、区内の福祉分野の看護師さんの問題のお話があったと

き以来、非常にこれ問題意識ありましてね。今日も、他のところで質問や発言をしたい

と思っていたんです。 

 先生がおっしゃられるとおりで、特養もそうですけれども、訪問看護ステーションも

なくなっているものもあると。医療の現場だって、足立でも看護師がいなくなってしま

って病棟を閉鎖したところもあると。だから、本当に、特に介護の分野で深刻だなと思

います。医療も大変ですけど、介護保険の部署でも、看護師さんはどうしても介護保険

では必要な部署がたくさんありますので深刻で、そして介護報酬が上がったと言いなが

らも、その介護のほうのそういう特養だの訪問看護だの、そういうところの介護報酬が

上がってないんですよね。 

 これは本当に何とかしていかなくてはいけないんではないかと。もともとは、医療の

ほうの問題で、看護師さんの数がいないわけではなくて、７対１という基準を導入した

ために、その基準を満たすために都心の大病院がとても看護師さんを集めるようになっ

ってしまって、そのために都心の有名な病院に看護師さんが流れていってしまった。そ

ういう流れの中で、足立区内の医療も介護の現場も看護師さんがいないという状況は、

本当に深刻だと思っています。その中で、他の区では例えば色々な所と区が協働して、

介護保険で先生方や皆さんで頑張ったように説明会、退職者の方を区が募って、関心あ

る方ぜひ来てくださいと言って看護師さんの説明会を実施したり、そういうこともして

いるのですが、そういうことは何か主に看護師だと衛生部のほうも関わってきてしまう

ので、今日はいないんですけれどもね。そういう衛生部とも相談しながら、何らかのア

クションをしていかないと、都心と違うから、足立は本当に看護師難民になってしまう

のではないかというふうに思っているのですが、どうでしょうか。 

 

【根本高齢サービス課】 

 先ほど近藤先生のほうから、施設の関係でございますけれども、あと施設の入所です

ね、それについては、施設は増やすというふうな方向性でやっております。 

 ですから、地域密着型につきましても、今回補助金がたくさん出ております。それか

ら、国のほうの雇用政策がございますので、それで充足するようにやっていくというこ

とと、あと賃金体系については、今コンピューターの業界とかいろいろなところも職務

給なんですね。ですから、年功序列型賃金体系が崩れておると。ですから、その賃金体

系をどうするかというのは、国全体の問題でもあろうかと思います。 

 それから、看護師の問題ですけれども、今先生がおっしゃったように、国のほうが７

対１という形にしましたのでそれが問題だと思います。基準法ですから、１５対１とか

１３対１にすれば、看護師は充足するということなるのですけれども、まあそうも言っ

ていられませんので。あと老健とか特養の場合は、７分の２が看護師で、７分の５が介

護士なんですね。ですから、その基準をどうするかという話です。 

 それから、看護師につきましては、今やっぱり退職されている方もいらっしゃるので、

要するに職務給で何時間はどうでしょうという形の時間給ですね。それから時間と、あ

と夜勤専門とか、今、夜勤専門で１晩幾らかと言いますと、病院あたりは３万２,０００

円とか３万５,０００円するんですね。足立区は２万５,０００円ぐらいだったと思いま

すけれども、そのように看護師が不足している。 
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 介護士の場合は、この不景気の中なので人数は集まってきます。相当いらしてますね。

ただ、看護師の場合はそうはいませんので、これからは退職された方とか、今働いてな

い方をどのように発掘していくかということを、施設と連携しながら、とりあえずは水

野病院のほうが２１８床という老健をつくりますので、看護師が集まるかどうかの瀬戸

際でございますので、連携しながらやっていきたいと考えております。 

 

【和田部会長】 

 ほかにいかがでしょうか。今日の報告がありましたもの以外でも、何かあればどうぞ。 

 

【奥野委員】 

 すみません。奥野ですが、以外ではないですけれども、お時間があるということで、

先ほどもお伺いしました指定更新というのが６年に１回というふうにお伺いしましたが、

この指定更新をするその間の６年間、今回も新たなところが指定されたというのが出て

きましたが、この６年間に本当に良いサービスが提供されているのかどうかというよう

な、そのような福祉サービスの強化などは行われているのかどうか、お伺いできますで

しょうか。 

 

【嶋崎介護保険課長】 

 指定の基準がまず充足されているかどうかということが中心ということがございます。

ただ、良いサービスの指導につきましては、この６年間の間に適正化指導ということで

実地指導に回らせていただきまして、いろいろご意見伺ったり意見交換しましたり、ま

たきちんとサービス提供がなされているかといった指定基準の基礎がクリアされている

かどうかということを確認しつつ、やってまいりましたところでございます。 

 

【和田部会長】 ほかにいかがでしょう。 はい、どうぞ。 

 

【奥野委員】 

 奥野ですが、再度すみません。 

 それでは、次に障がい者の関係のほうで、２つの資料３と資料４があったのですけれ

ども、そっちでもよろしいのでしょうか。 

 

【和田部会長】 はい、どうぞ。 

 

【奥野委員】 

 それでは、資料３のほうで、肝臓機能が１つの内部障がいに加えられたわけですけれ

ども、従来、肝臓機能障がいの方というのは、非常にたくさんの数がいるから、内部障

がいに加えることができないということで、ずっと厚生労働省では拒否をしてきてるも

のが、今回制度化されたわけですけれども、足立区においては、何名ぐらいがこの肝臓

機能障がいの障がい者が増える予定かというような想定がつくのかどうかということを

教えていただきたいことと、もう一つは資料４のほうで、２つのひまわり工房のことと

ウィズユーのことが出ていますが、これらの２つの施設では、どのような障がいの方を

対象とされているのかということを教えていただけますでしょうか。以上です。 

 

【西野障がい福祉課長】 

 それでは、まず資料３のほうの肝臓機能障がいのほうでございますが、実は私どもも

ある程度の想定ができないかということで、区の内部で持っているデータから推計がで

きないかということでさんざん考えましたが、なかなか難しゅうございます。 

 国のほうが、３万から５万というふうな、大ざっぱな数字で言ってますので、それか

ら見れば３００人から５００人程度なのかなとは思いますが、これは多分どの自治体も
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そうだと思うのですが、正確またはある程度の内容を持った推計はちょっとできない状

態でございます。 

 それから、次に資料４のほうでございます。 

 西伊興ひまわりのほう、これは私の説明がちょっと不十分であったかと思います。申

しわけございません。 

 この社会福祉法人あだちの里でやっております１の西伊興ひまわり工房につきまして

は、知的障がい者が対象でございます。 

 それから、２のウィズユーでございますが、こちらも基本的には知的でございますけ

れども、実は発達障がいに非常にすばらしい方がいらっしゃいまして、知的を中心に、

そして発達障がい等に取り組んでいくというふうな方針であると伺っております。 

 

【和田部会長】 

 他にいかがでしょうか。ありませんか。他にご意見、ご質問はないようですので、こ

のあたりで議事を終了したいと思います。ご協力ありがとうございました。 

 最後に、事務局から連絡がございますので、しばらくお待ちください。 

 


